
（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）２１

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１７号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
教
育
実
施
者
か
ら
施
設
の
名
称
の
変
更
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

変
更
届
出

が
あ
っ
た

認
定
教
育

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

新
神
戸
ド

ラ
イ
ヴ
ィ

ン
グ
ス
ク

ー
ル

施
設
の
名

称
ス
マ
ー
ト
ド

ラ
イ
バ
ー
ス

ク
ー
ル
東
京

立
川

東
京
セ
ン
チ

ュ
リ
ー
モ
ー

タ
ー
ス
ク
ー

ル

令
和
７
年
１０

月
１０日

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１８号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
７
年
１２月

１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
西
多
摩

自
動
車
学
校

羽
村
市
羽
４１５０番

地義
山
光
浩

西
多
摩
自
動
車
学

校羽
村
市
羽
４１５０番

地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１９号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
１４条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
講

習
機
関
か
ら
特
定
講
習
の
廃
止
の
許
可
の
申
請
が
あ
り
、
こ
れ
を
許

可
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令
和
８
年
４
月
８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

指
定
講
習
機
関
の

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

廃
止
す
る
特
定
講

習
の
種
別

廃
止
年
月
日

株
式
会
社
田
無
自
普
通
自
動
車
免
許
、
令
和
８
年
３
月
３１日

動
車
教
習
所

西
東
京
市
芝
久
保

町
四
丁
目
４
番
４

号代
表
取
締
役

村
田

恭
男

大
型
自
動
二
輪
車

免
許
、
普
通
自
動

二
輪
車
免
許
及
び

原
動
機
付
自
動
車

免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

公

告

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
８
年
４
月
８
日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
補
助
線
街
路
第
８３号

線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
���
別
記
１
の
と
お
り

在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の

�����

別
記
２
の
と
お
り

氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
令
和
８
年
３
月
５
日
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